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一般社団法人 伊豆下田法人会 会費規定 

一般社団法人伊豆下田法人会（以下「本会」という）の会費は、本会の事業年

度を区分として、正会員は次に定める資本金（年度当初４月１日の現況による）

の階層等に応じ決定し、賛助会員についても次に定める。 

（正会員） 本会の会費（１年間）は、次の均等割と資本割の合計額とする。 

       均等割    ４，０００円 

       資本割       

       資  本  金        会 費 額  

          ３００万円未満        ０円

  ３００万円以上 ５００万円未満    ６，０００円

  ５００万円以上１０００万円未満   １０，０００円

 １０００万円以上２０００万円未満   ２０，０００円

 ２０００万円以上５０００万円未満   ２６，０００円

 ５０００万円以上          ３６，０００円

（注）１．支店、工場、出張所等の特別法人は、第１条の基準によらず、均等 

割の２．５倍とする。 

   ２．代表者を同じくする、関連、系列等の法人は、資本金の高い法人の 

会費を主として算定し、その他の法人は均等割額とする。 

（賛助会員）本会の会費（１年間）は、正会員の均等割と同額の4,000円とする。 


